
 

資料 No.５ 

賃金改定状況調査のこれまでの検討状況 

 

 

１ 賃金改定状況調査について 

(1)  調査の沿革 

・ 昭和５３年 目安制度の始まりとともに、調査を開始した。 

・ 昭和５４年 調査対象事業所に地方小都市を加えた。 

・ 昭和５８年 ランク別、産業別に直近の事業所センサスを用いて復元を 

行うこととした。 

(2)  調査の目的及び基本的性格 

  イ 賃金額ではなく、賃金の引上げ状況の実態の把握を目的としているこ

と。 

  ロ 迅速性が求められているため、調査から集計までの期間が短いこと。 

  ハ ランク別に集計されていること。 

  ニ 調査結果に継続性が求められること。 

 

２ 昭和５７年から昭和５８年にかけての全員協議会における議論 

(1)  昭和５７年から昭和５８年にかけての全員協議会において、労働者側は、

調査対象事業所規模を製造業について１００人未満まで拡大すべきである

と主張し、使用者側は、調査対象地域を郡部の町村にまで拡大すべきであ

ると主張した。 

(2)  毎月勤労統計調査結果を用いて、過去における規模別の賃金上昇率の比

較等を行ったところ、調査対象事業所規模を製造業について１００人未満

まで拡大しても、現行の調査対象規模による調査結果とほとんど差異が認

められないこと、また、調査対象地域の拡大に関しては製造業について、

すでに人口５万人未満の比較的賃金水準の低い地方の小都市の事業所を調

査対象として十分な標本数を確保していることなどから、当面は現行どお

り実施することが適当であるとして労使の合意を得た。 

 

３ 平成元年全員協議会における議論 

(1)  平成元年２月に設置された全員協議会において、労働者側は、調査対象

事業所規模のあり方を検討することを前提として議論することを主張し、

使用者側は、対象事業所規模は３０人未満でよいとしながらも、調査対象

地域については都市部偏重を改め、できるだけ地方小都市、郡部を対象と

し、各県において賃金水準の異なる地域の実態を十分反映されるよう調査

を行うべきと主張した。 



(2)  審議の結果、これらについては合意に至らず、特に報告書には盛り込ま

れなかった。 

 

４ 平成７年全員協議会における議論 

(1)  平成５年３月に設置された全員協議会において、目安の決め方と参考資

料について議論がなされた。 

(2)  労働者側は、地域別最低賃金の改正に際して労働時間短縮が勘案されて

おらず、一般賃金に対する地域別最低賃金の比率や最低賃金の影響率の低

下がみられたことを問題とし、使用者側は、影響率の高低のよしあしを一

概にはいえないとし、目安決定の参考資料は従来どおりでよいと主張した。 

(3)  平成６年５月１６日に取りまとめられた「中央最低賃金審議会目安制度

のあり方に関する全員協議会の検討状況の中間的な取りまとめについて

（全員協議会報告）」において、最低賃金と一般賃金との関係については、

「今後の目安決定方式としては、パートタイム労働者の賃金水準とそのウ

エイト変化、男女構成の変化及び就労日数の増減を反映した方式とするこ

とが望ましいと考えられる」とされ、「その際、就労日数の増減を反映させ

るにあたって各年の６月の平均所定労働日数が日曜日の数等によって変動

するイレギュラー要因をどのように扱うべきか、それとの関連において賃

金改定状況調査をどのようにするのが適当か、等について引き続き検討を

行う必要がある」とされた。 

(4)  その後の検討の結果、目安審議の際の重要な参考資料である賃金改定状

況調査結果第４表の賃金上昇率の平成７年度以降の算出方法について、 

① 一般労働者及びパートタイム労働者の全労働者について賃金上昇率を

求めること 

② 従来男女構成の変化が反映された賃金上昇率と当該影響を除去した賃

金上昇率を算出していたが、今後前者のみを算出すること及び 

③ 就労日数の増減が反映されるように賃金上昇率を算出すること、その

際、各年の調査月の所定労働日数が日曜日の数等によって変動するイレ

ギュラー要因を除去するため、年間所定労働日数を調査することとし、

これにより月間所定労働日数を調整すること 

が、全員協議会報告に盛り込まれ、平成７年４月の第１３２回中央最低賃

金審議会において了承された。 

 

５ 平成１２年全員協議会における議論 

(1) 平成１１年４月に設置された全員協議会において、経済情勢等を踏まえ

た目安の決定の在り方等について議論がなされた。 



(2) 労働者側は、賃金改定状況調査の対象を全労働者とすべきと主張した。

一方、使用者側は調査対象労働者数や調査対象企業数を拡大する必要はな

く、最低賃金の対象者を前提に考えるべきであると主張した。 

(3) 継続して審議がなされた結果、賃金改定状況調査の位置付けとしては、

賃金改定状況調査結果を重要な参考資料としつつも、これまで以上に、そ

の時々の状況を的確に把握の上、総合的に勘案して目安を審議し、決定し

ていくことが合意された。 

 

６ 平成１５年１月の中央最低賃金審議会での了承事項 

平成１４年の日本標準産業分類の改定（平成１４年１０月施行）に伴い、

平成１６年調査より賃金改定状況調査の対象産業を製造業、卸売・小売業，

飲食店、サービス業の３産業から製造業、卸売・小売業、飲食店，宿泊業、

医療，福祉、サービス業（他に分類されないもの）の５産業へ変更すること

が平成１５年１月の第９回中央最低賃金審議会で了承された。 

 

７ 平成１６年全員協議会における議論 

(1)  平成１５年１０月に設置された全員協議会において、賃金改定状況調査

等参考資料のあり方について議論がなされた。 

(2)  調査対象事業所について、労働者側は、少なくとも１００人未満まで企

業規模を拡大すべきとしたのに対し、使用者側は、地域の実態を反映する

よう地方小都市の事業所の比率を増加すべきと主張した。 

また、第４表の賃金上昇率の計算方法について、労働者側は、一般、パ

ートタイム労働者の構成比の変化を除去すべきとしたのに対し、使用者側

は、計算方法の変更については慎重であるべき、と主張した。 

(3)  その後の審議を経て、賃金改定状況調査結果第４表の賃金上昇率の計算

方法については、 

① パートタイム労働者の構成比の変化を除去した計算方法とすること 

② 今後、パートタイム労働者の構成比に限らず、何らかの労働者構成の大

きな変化により賃金の上昇率が影響を受ける場合には、その影響を除去

すること 

が全員協議会報告に盛り込まれ、平成１６年１２月の第１２回中央最低賃

金審議会において了承された。 

 なお、調査対象事業所の変更については意見の一致をみず、「賃金改定状

況調査が短期間に調査結果の集計が求められるという性格も考慮すると、

当面、調査対象事業所は変更しないことが適当」とされた。 

 



８ 平成２１年２月の中央最低賃金審議会での了承事項 

平成１９年の日本標準産業分類の改定（平成２０年４月施行）に伴い、平

成２１年調査より賃金改定状況調査の対象産業を製造業、卸売・小売業、飲

食店，宿泊業、医療，福祉、サービス業（他に分類されないもの）の５産業

から、製造業、卸売業，小売業、宿泊業，飲食サービス業、医療，福祉、学

術研究，専門・技術サービス業、生活関連サービス業，娯楽業、サービス業

（他に分類されないもの）の７産業へ変更することが平成２１年２月の第２

７回中央最低賃金審議会で了承された。 

 

９ 平成２３年２月の中央最低賃金審議会での了承事項 

(1)  平成２１年２月に設置された全員協議会において、賃金改定状況調査等

参考資料のあり方について議論がなされた。 

(2)  調査対象事業所の選定について、労働者側は、賃金の低廉な労働者のほ

か、一般的な労働者の賃金改定状況を反映するよう少なくとも企業規模１

００人未満まで拡大すべきと主張したのに対し、使用者側は、労働者の就

業実態を反映するよう業種の見直しを検討すべき、また、地域の実態を反

映するよう地方小都市の事業所の比率を増やすべきと主張した。 

  この点については、議論を尽くすまでには至らず、「短期間に調査結果の

集計が求められるという賃金改定状況調査の性格も考慮すると、調査対象

事業所の選定については、当面は現行の方法を維持することが適当」とさ

れ、併せて「次回の目安制度のあり方に関する見直しの際には、今般の検

討で議論が尽くされなかった点も踏まえ、調査対象事業所の選定について

引き続き検討することが必要」とされた。 

(3)  第４表の表示方法については、「昭和 53年以降、ランク別、産業別及び

男女別に表示してきたが、就業形態の多様化の進展等を踏まえ、これらの

別によるほか、一般労働者・短時間労働者の別についても新たに表示する

ことが適当」と全員協議会報告に盛り込まれ、平成２３年２月の第３３回

中央最低賃金審議会において了承された。 

 


